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日 時 令和7年11月1日（土）19:00～20：00 

場 所 志津南まちづくりセンター大会議室 

出席者（会長）四方 （副会長）髙岡、佐藤、河辺 

 (理事)  山口、岡、石田、浅田、酒井、永尾、六反田、中井、鈴木、大嶽、岡島、守本 

 （欠席：神谷、片倉、植木） 

(事務局）岸田、金馬    <敬称略> 

 

１．審議事項 

１）令和 8年度町内会・自治会の専門委員体制＜河辺副会長説明＞ 

  提案：①全町内会(自治会)から交通防犯・環境美化・ふれあい推進・人権教育推進・スポー

ツ振興・社会福祉の委員を選出して頂きたい。②これまで青少年育成委員会が担当の

「子ども 110 番コーン」活動を、交通防犯委員会に移管したい。③青少年育成委員会

は公募・声掛けで選出(町内会からの選出は求めない)。 

  質疑応答 

✓ 防災担当委員の選出はどうなのか？ 

        ⇒まち協では専門委員として置いていない。各町内会（自主防災会）で設けて 

頂くのは勿論構わない（問題ない）。 

  挙手多数により可決。 

  ２）令和 8年度まち協の専門委員会の体制＜河辺副会長説明＞ 

    提案：①平成 7 年度に開始したまち協本部直轄制は廃止(交通防犯・環境美化・青少年育成・

ふれあい推進の各委員会)。理由は、（ア）予算申請者と決済者とが同一人物になると

いう大きな欠陥（まち協会長への権限集中化とチェック機能消失）、（イ）各町内

会・委員会の主体性後退の顕著化の 2 点を早急に是正する為です。当初、複数年視点

での取組みの可能性は考えられていたが、本提案に至った。 

②専門委員会の新委員長の選出は、以下を考えている。（ア）人権教育推進・スポー

ツ振興は町内会選出の委員から、（イ）交通防犯・環境美化・青少年育成・ふれあい

推進には、町内会選出委員からではなく、経験者・希望者から候補者を提案する。 

   質疑応答 

✓ 9 月 6 日理事会において、追分南地域の町内会（各若草町内会以外の）から、環境

美化活動は問題なくできているので、まち協に環境美化委員を出す必要がないと

いう意見が出たと記憶している。どうなんでしょうか？ 

⇒まち協の予算策定・執行協議、他地区との情報交換の為に選出をお願いした

い。これまで、学区全体環境美化委員会活動に若草地区からの意見反映が顕

著であった（過ぎた）。学区全体の委員会は、年 2 回（主に情報交換)を想定

している。 

✓ 本提案には、委員長には“経験者・希望者を提案する”とのことだが具体的に

は？またその候補について町内会選出委員にも諮り了解を頂くのですね 

 ⇒はい、そのようにします。 

挙手多数により可決。 

 

２．課題共有 

  1）「志津南学区地区防災計画策定」に関するアンケート＜事務局から＞ 

✓ 学区全戸を対象としたアンケートを実施するので、町内での用紙の配付をお願いしたい。

回答期限：12 月 10 日、センター届きの期限：12 月 15 日、回答方法：用紙提出又はイン

ターネット。 

✓ 町内会非加入の方への配付は各町内にお任せします。その用紙が必要な場合は事務局ま

で連絡下さい。 

 

 



志津南学区まちづくり協議会 令和７年度第４回（臨時）理事会議事録 202５/１１/１ 

2 

  2）町内会(自治会)・委員会・委嘱団体 

➢ 交通防犯委員会＜髙岡副会長説明＞ 

市補助を活用した防犯灯・防犯カメラ設置の申請・受理状況が説明された。 

（１） 防犯灯については、第一案のかがやき通りから追分南七丁目への道路は町内の生活

道路と判断され不受理。第二案のかがやき通りからロクハスポーツ広場にぬける道

沿いの分の申請は受理され、現在設置待ち。 

（２）防犯カメラは、若草七丁目のりょうぶの道の下（青山地区との境）への設置は申請

が受理され、これも設置待ち。 

 

➢ 人権教育推進委員会＜守本委員長説明＞ 

     町内会(自治会)長に対し、人権トーク報告研修会開催(令和 8 年 1 月 17 日(土)10:00)の説

明と町内からの参加への呼びかけが依頼された。 

 

➢ 社会福祉協議会＜河辺副会長説明＞ 

     令和 8年 1月 31日に立命館大学の先生を招き、セミナー(身体/首・肩ケア）を開催しま 

す。ビラ町内会回覧・掲示板掲示を宜しく願いします。 

 

３．報告・連絡事項 

   ①環境美化委員会から予算執行の見直しについて（再修正）＜佐藤副会長説明＞ 

9 月 6 日理事会審議され承認された内容（一斉清掃時のお茶代利用として、総額約 179 千円を

町内戸数に基づき配分）を以下の内容に変更する。 

・学区予算額 30万円を戸数で按分し町内会に配付する。 

・清掃時のお茶代以外の費用（機器購入、外注費）にも利用可とする。 

・会計報告の期限は令和 8年 1月 15日。 

・若草地区８町内会分はまとめて会計処理する。 

質疑応答：雑草防除に用いる防草シート購入費用への利用は大丈夫ですか？ 

 ⇒大丈夫です。 

     

４．事務局から 

  まちづくり協議会令和８年度定時総会（令和 8 年 4 月 19 日 10 時予定）をむかえる事前準備と今

後スケジュールが共有された。町内会役員選出・名簿提出（締切 12 月 26 日）、専門委員会令和 7

年度実績・決算および令和 8 年度計画・予算案提出（締切 1 月 30 日）。専門委員会委員長の選出

（確定）・名簿提出、委員会規約の提出（締切 2月 28日）。 

 

５．理事会予定 

      ・第 5回（臨時）理事会：令和 8年 1月 10日（土）19:00から 

    ・第 6回理事会（新旧合同：令和 8年 3月 15日（日）10：00から 

 

以上 

 


